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計 画 書 
 

熊 本都市計 画及 び宇土都 市計画下水道の変 更  

（ 熊本県決 定）  
 

 

熊本都市計画及び宇土都市計画下水道の富合公共下水道「２．排水区域(汚水)」、

宇土公共下水道「２．排水区域(汚水)」を次のように変更する。 

 

 

２．排水区域(汚水) 

名  称 面   積 備  考 

富 合 公 共 下 水 道  420.0ha 
富合処理区：10.0ha追加 

(追加:10.00ha，廃止:0.00ha) 

宇 土 公 共 下 水 道  881.0ha 
宇土処理区：15.0ha追加 

(追加:15.00ha，廃止:0.00) 

  「排水区域は総括図表示のとおり」 
 

 

 

 



新旧対照表 
 

熊本都市計画及び宇土都市計画下水道の変更  

（熊本県決定）  
 

 

 

 

上段：（変更前）、下段：変更後  

名  称 面   積 備  考 

（〃）  
富合公共下水道  

（410.0ha） 
420.0ha 

富合処理区：10.0ha追加 

(追加:10.00ha，廃止:0.00ha) 

（〃）  
宇土公共下水道  

（866.0ha） 
881.0ha 

宇土処理区：15.0ha追加 

(追加:15.00ha，廃止:0.00) 

 

 



都 市 計 画 を 変 更 し よ う と す る 理 由 
 

熊本都市計画及び宇土都市計画下水道は、旧富合町と宇土市の公共下水道の整備及

び維持管理を円滑かつ経済的に行うことを目的に、宇土終末処理場で汚水を処理して

いる。 

富合公共下水道と宇土公共下水道は、平成 10 年度に一体の都市計画として決定さ

れた後、都市計画区域の再編など 5 回の変更を経ている。 

 

令和 5 年度末の下水道整備状況は、富合公共下水道が平成 10 年度に着手以来、約

229ha が完了し整備率が約 56％となっており、宇土公共下水道が昭和 48 年度に着手

以来、約 804ha が完了し整備率が約 84％となっている。 

 

今回の排水区域の変更は、開発が予定されている地域、及び下水道での整備につい

て地元から強い要望が有る地域において、下水道整備済みの区域に隣接しており経済

的にも下水道での集合処理が有利であり、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全

にも貢献できるものであるため、区域を追加するものである。また、既決排水区域に

隣接し、下水道接続済みの家屋等を区域へ併せて追加するものである。 

 

追加区域を含めた排水区域については、富合公共下水道は令和 17 年度まで、宇土公

共下水道は令和 9 年までの整備完了を目指している。 

 
 

 

 



都市計画の策定の経緯の概要 

熊本都市計画及び宇土都市計画下水道の変更（熊本県決定・大臣同意なし） 

 

事項 時期 備考 

素案の説明会 

・熊本市 

 

・宇土市 

 

関係市町村の意見聴取 

 

 

計画案の公告・縦覧 

 

 

管理者協議 

 

 

熊本県都市計画審議会 

 

都市計画決定の告示 

 

 

（開発行為の事前協議時） 

   

令和6年12月下旬 

 

令和7年１月３１日 

 

 

令和7年２月４日から 

令和7年２月１８日まで 

 

令和7年２月２１日 

 

 

令和7年2月２７日 

 

令和7年 月  日 

 

開発行為の事前協議時において区

域の取扱いについては説明済み 

個別説明 対象者11名 

 

（熊本市回答） R7.2.26 

（宇土市回答） R7.2.10 

 

 

意見書の提出なし 

 

（熊本市回答） R7.2.26 

（宇土市回答） R7.2.26 

 

 

 

 

 

 

 
































